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危険物火災の特異事例について
温故知新－１論評者：若倉 正英

本原稿が書かれた1960代後半には、消防法危険

物取り扱い施設での火災事故（いわゆる危険物火

災）の97 は油火災であった。このときの被害の%

大部分は工場の焼損、時には近隣建物への延焼で

あった。一方、1970年以降、さまざまなエネルギ

ー危険性を有する化学物質による、化学プラント

などでの火災はそれまでと異なる様相を示し始め

る。

1976年、イタリア北部の町セベソの化学工場で

発生した反応暴走（反応が制御を失って熱的に暴

走する現象）により、ダイオキシン数十キログラ

ムを含む反応内容物が噴出した。この事故によっ

て数十万人の市民がダイオキシンを浴び、急性、

慢性の傷害を負うことになった。また、1984年12

月にはインドの地方都市ボパールで、史上最悪の

工場災害が発生した。塩素系の農薬を製造する化

学工場で、異常反応によって製品の中間体である

猛毒のイソシアン酸メチルが漏洩したのであっ

た。事故は化学工場の設備安全、人的安全管理、

安全教育などの不備が積み重なり発生・拡大し、

死者１万人以上という惨事となった。

さらに、1986年にはスイスの工業都市バーゼル

の化学会社の製品倉庫で火災が発生し、消火水に

倉庫内の農薬などが溶けてライン川に流入した。

国際河川であるライン川の汚染は下流の国々に大

きな影響を与え、ヨーロッパとしてはチェルノブ

イリ事故以来最悪の環境災害となった。この事故

も一種の異常反応（蓄熱火災）が原因であった。

これらの事故を通じて化学物質による火災や爆

発の、市民を含む周辺環境への大きな潜在危険性

が指摘された。そこで は、1976年のセベソでEU

の事故後に制定されたセベソ指令（化学品による

災害の防止を定めた 理事会指令）を、1997年EU

に大きく改訂した。重大化学災害の定義を施設内

での人災や物損から、環境災害も含むものへと変

更したのである（セベソ指令Ⅱ 。2001年までに）

加盟国が化学安全に関する法律を変更、整備EU

を完了した。また、米国でも化学品の火災・爆発

による環境リスクを前提に、 （米国環境保護EPA

庁）による、化学品のリスクマネジメントプログ

ラム（ ）が制定された。RMP

先に述べたように、1960年代の危険物火災のほ

とんどが油火災であったが、消防庁の統計データ

では、1955年から1959年の間に７ の特異な危険%

物火災が発生していた。本原稿では、それらのう

ちの４例を紹介している。これらは環境や市民に

影響する事例であり、セベソ指令改訂の端緒とな

ったセベソやボパールの事故の10年以上前に、類

似した事故が起き始めていたことは興味深い。ま

たこれらは、反応性物質や予期せぬ異常反応が原

因となった事故であり、最近の化学事故を考える

上で貴重な教訓を含んでいる。

最初の事例は、タイヤ製造工場で使われていた

反応性物質の加熱中に発生した火災である。著者

によれば、事故原因となった （トルエンジTDA

イソシアネート）は技術開発の進行に伴って流通

し始めた物質で、危険物条例を制定するにあたっ

て、そのような危険性は夢想だにされていなかっ
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。 、 、た その後 はゴムの発泡剤として使われTDA

1980年代にもタイヤ工場火災の原因物質となっ

た。2004年に栃木県のタイヤ工場で発泡剤が溶接

の火気で着火して、周辺の市民が避難する大規模

なタイヤ火災となったことは記憶に新しい。過去

の事故例が工場での安全管理の教訓として、きち

んと伝承されていなかったための事故であった。

第２の事例は、リン化石灰の火災である。当時

としては極めて珍しい事例で、集中豪雨によって

水反応性のリン化石灰が発火したものである。リ

ン化石灰は、水と接触して猛毒のフォスフィン

（ ） 。 、PH ３ ガスを発生する 措置を誤っていたら

ボパール事故のような惨事となっていた可能性が

あり、当時の危険有害物質管理のずさんさが表れ

ている。これらの事故を教訓として、リン化石灰

は消防法３類危険物として、取扱上の規制対象と

なっている。1960代以降事故例は見あたらず、消

防法の指定により安全管理が進んだのだろう。

第３の事例は、50％過酸化水素が漏洩して、可

燃性の家畜用飼料と接触して酸化反応が促進さ

れ、反応熱が蓄積した火災である。過酸化水素は

代表的な酸化性液体で、可燃性物質と混合すると

酸化反応により発熱したり、不安定な過酸化物を

作成する。1991年には洗剤の脱色工程で使われた

微量の過酸化水素が、プロセス内で反応して反応

性の高い過酸化メタノールを生成し、蒸留中に濃

縮して爆発したこともあった。一方、過酸化水素

はそれ自体が自己反応性物質であり、加熱や金属

化合物との接触などにより分解する危険性もあ

る。1999年には、28％に希釈された廃過酸化水素

水を運搬していたタンクローリーが、首都高速道

路を走行中に爆発して、20人以上が負傷するとい

う事故も起きている。過酸化水素の安全は、古く

ても新しい問題なのである。

第４の事例は、火薬製造中の事故である。火薬

は、いったん爆発が起きれば多数の死傷者と大き

な物損を生じる可能性が高い。そのため、本事故

などを教訓に「火薬類取締法」の整備と、製造者

。 、の安全管理への取り組みが進められた その結果

火薬類の製造施設での大事故はほとんど見られな

くなっていたが、2000年に愛知県の火薬工場で保

管中の火薬が大爆発を起こし、工場周辺の市民50

名以上が負傷した。安全操業が続き危険性に対す

る感性が薄れ、また過去の事例を知る人が少なく

なったことなども、事故の間接的な要因ではない

かと考えられる。

本原稿を読んで感じるのは、化学物質による火

災・爆発に対する著者の危機意識と安全への熱意

である。現在に比べて、事故事例や物質の危険性

の情報が極めて少ない中で、思いもよらない物質

の火災を経験した著者の「このような事故を二度

と起こしてはならない 、そして「特異火災を防」

止するために消防（官 、業界（産 、学識経験者） ）

（学）が知恵を出し合わなければならない」とい

う思いがひしひしと伝わってくるのである。

過去の事例の中には多くの教訓が含まれてい

る。特に、新規技術の開発に伴い用途が拡大する

物質の多くは、既存化学物質であり過去に思わぬ

事故を経験しているものもある。過去の事例をき

ちんと理解した上で、現在の工程での潜在危険性

を予測することは、化学安全にとって重要なポイ

ントだと考えられる。














